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廃棄物対策・リサイクル制度の全体像 

• 廃棄後の処理が問題化している個別物品については、個別リサイクル法を整備。基本的枠組みとしての循環型
社会形成推進基本法や、３Ｒ全般の取組を促進する資源有効利用促進法も整備。 

• ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進によって、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から、
環境と経済を統合した「循環型社会」の構築を目指す。 
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資源有効利用促進法（H13 全面改正施行） パソコンを含む 
10業種69製品を指定 

製造業者による自主回収・リサイクルシステムの構築等を規定 

３Ｒ全般に 
わたる計画的 
取組の促進 

循環型社会形成推進基本法（Ｈ13 施行 Ｈ24 改正） 

循環型社会形成推進基本計画 
（H30.6 改定） 

基本的 
枠組み法 ①発生抑制（リデュース） 

②再使用（リユース） 
③再生利用（リサイクル） 
④熱回収（サーマルリカバリ） 
⑤適正処分 

廃棄物の 
適正処理 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S46 施行 H29 改正） 

家庭ごみに関する市町村の処理責任、廃棄物処理業者に対する業の許可、廃棄物処理基準の設定 等 

容器包装 
リサイクル法 

（H12 施行 
   H18 改正） 

家電 
リサイクル法 
（H13 施行） 

自動車 
リサイクル法 
（H17 施行） 

食品 
リサイクル法 

（H13 施行 
      H19 改正） 

建設資材 
リサイクル法 
（H14 施行） 

ビン、ペットボトル、 
紙製・プラスチック製 

容器包装等 

冷蔵庫・冷凍庫、 
エアコン、テレビ、 
洗濯機・乾燥機 

食品残さ 自動車 
木材、コンクリート、 

アスファルト 

製造・流通事業者
の費用負担 

排出者（消費者） 
の費用負担 

排出者（事業者）
の費用負担 

問題化している
個別物品に 

対する法制度 

家庭ゴミの６割を 
占める容器包装対策 

大型廃棄物・ゴミ対策 その他大型・大量廃棄物対策 

認定事業者に 
対する廃掃法の

特例措置 

小型家電に含まれる 
有用金属の有効利用 

小型家電 

小型家電 
リサイクル法 
（H25 施行） 

基本原則 

※赤字が当省が主
として所管してい
る法制度 
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現行の廃棄物・リサイクル制度の成果 

（出典） 環境省「環境統計」などをもとにMURC作成 

• 廃棄物・リサイクルに係る各種法制度の整備により、最終処分量は減少、再生利用率
や循環利用率は増加している。 
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清掃法（1954）

生活環境施設整備緊
急措置法（1963）
※焼却施設導入促進

廃棄物処理法（1970）

家電リサイクル
法（1998）

資源有効利用
促進法（2001）
循環型社会形
成推進基本法
（2001）

自動車リサイク
ル法（2002）

小型家電リサイ
クル法（2013）

容器包装リサイ
クル法（1995）

廃棄物処理法改
正（1991）

※マニフェスト導入、
罰則強化等
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 世界的に資源採掘量は伸びており、今後も伸びていくことが予想される。資源効率性を
高める対応の必要に迫られている。 

世界経済の成長に伴う資源投入量の増大 

世界のDomestic Extractionの推移
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World（注）Domestic Extractionは、各国国内で採掘される天然資源の総量

各国のDomestic Material Consumptionの推移
（1970年を基準１とした）

0

5

10

15

20

25

1
9

70

1
9

72

1
9

74

1
9

76

1
9

78

1
9

80

1
9

82

1
9

84

1
9

86

1
9

88

1
9

90

1
9

92

1
9

94

1
9

96

1
9

98

2
0

00

2
0

02

2
0

04

2
0

06

2
0

08

2
0

10

2
0

12

2
0

14

2
0

16

Viet Nam

China

Malaysia

Thailand

Brazil

Indonesia

India

United

States of

America
France

Germany

United

Kingdom

Japan

（出所）UNEP-IRP 「 UN Environment International Resource Panel Global Material Flows Database 」のデータをもとにMURC作成 



5 

（参考）資源生産性 

• 資源生産性（＝GDP／天然資源等投入量）について、経済の成熟度の違いが数値
に大きく影響するため、適切かどうかとの論点もある。 

（出所）UN Environment International Resource Panel Global Material Flows DatabaseよりMURC作成 
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発展途上国 発展途上国 

先進国 

先進国 

サプライチェーン全体
でみると先進国の資
源消費量は必ずし
も改善されていると
は言えない 



 新興国における廃棄物問題の顕在化は、我が国も依存しているグローバルな廃棄物
リサイクル・システムの見直しを迫りつつある。 

日本のごみ排出量の推移 世界の廃棄物量の推移
（将来） 

アジアにおける廃家電排出量予測 
（ASEAN６か国） 
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（万台） 

エアコン 

冷蔵庫 

洗濯機 

テレビ 

中古品として海外から流入する量（４品目の純輸入） 

廃棄物置場に座る子供 

（出典）環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成27年度）について（平成29年3月28
日）」、環境省「平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」、環境省「平成24年版 環
境・循環型社会・生物多様性白書」、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成26年度3R分野の
技術戦略に関する検討成果報告書」 
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新興国の成長に伴う廃棄物問題の顕在化 



海洋プラスチック問題の顕在化 

• 世界的な人口増加・新興国の成長と、廃棄物処理インフラが整わない中での資源の
オーバーユースが課題となっている。 

陸上から海洋に流出したプラスチック
ごみ発生量（2010年推計） 

（出所） 190215廃棄物・リサイクル小委員会（第33回）資料４

「資源循環政策を巡る最近の動きについて」 

<BAUシナリオにおけるプラスチック量の拡大、石油消費量> 

出所）ELLENMACARTHUR FOUNDATION. “THE NEW 
PLASTICS ECONOMY RETHINKING THE FUTURE OF 
PLASTICS” 

2050年には 
 海洋中のプラスチック

量が魚の量以上に増
加 

 石油消費量において
プラスチックが占める割
合が20％に上昇 

 炭素収支においてプラ
スチックが占める割合
が15％に上昇 
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各国から中国への廃プラスチック・銅スクラップ輸入量（2017年）

米国：

廃プラスチック
576,024トン
銅スクラップ
538,422トン

日本：

廃プラスチック
817,555トン
銅スクラップ
232,112トン

欧州（英・仏・独）：

廃プラスチック
504,746トン
銅スクラップ
363,587トン

（注）廃プラスチックはHSコード3915、銅スクラップはHSコード7404を使用 
（出典） UN comtradeのデータをもとにMURC作成 

（参考）グローバルな廃棄物リサイクル・システム 
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＜中国の動向＞ 

 2017年、2018年には「輸入廃棄物管理リスト」改定が行われ、禁止品目が段階的
に増加している。すでに、2017年12月末には生活由来の廃プラスチックなどの輸入
が禁止されたほか、2018年12月末からは第7類スクラップ（雑品スクラップなど）
等の輸入が禁止されている。 

適用開始 輸入禁止品目 

2017年12月末～ 
家庭系廃プラスチック8品目、未選別古紙1品目、繊維系廃棄物

11品目、バナジウムスラグ4品目の計4種類24品目 

2018年12月末～ 

スラグ、ドロス、工業系廃プラスチック、自動車スクラップ、第

7類スクラップ（非鉄金属を含有している廃設備等（廃モー

ター・廃電線・廃ケーブルなど含む））等を含む計16品目 

2019年12月末～ 

木質ペレット、コルク屑、ステンレススクラップ、その他金属ス

クラップ（タングステン、モリブデン、チタン、ジルコニウム、

バナジウム、ニオブ、タングステン）等を含む計16品目 

（出典）中華人民共和国生態環境部「輸入廃棄物管理目録」等をもとにMURC作成 

（注）中国の商標の類別において、第7類は非鉄金属を含有している廃設備等（主に主に廃モーター・廃電線・ケーブル等含む）を示す。 

 東南アジアの一部の国でも輸入規制強化の動き 

廃棄物輸入規制の動き 

９ 



Beyond Generation 

“廃棄物対策（処分場ひっ迫への対応）としての３Ｒ政策”も、新たなフェーズに 

○ダボス会議（1月23日） 

• 緑の地球、青い海のため投資をするといいますと、かつてはコストと認識されました。今ではこれが、成長の
誘因です。炭素をなくすこと、利益を得ることは、クルマの両輪になれる。 

• 私はやはり大阪で、海に流れ込むプラスティックを増やしてはいけない、減らすんだというその決意において、
世界中挙げての努力が必要であるという点に、共通の認識を作りたいものだと思っています。経済活動を制
約する必要などなく、ここでも求められているのはイノベーションなのです。そのため大阪でジャンプスタートを
切って、世界全体の行動へ向かっていきましょう。 

 

○第198回国会施政方針演説（1月28日） 

• プラスチックによる海洋汚染が、生態系への大きな脅威となっています。美しい海を次の世代に引き渡してい
くため、新たな汚染を生み出さない世界の実現を目指し、ごみの適切な回収・処分、海で分解される新素材
の開発など、世界の国々と共に、海洋プラスチックごみ対策に取り組んでまいります。 

 将来世代に対し、持続可能な地球環境を引き渡す責任。 

 環境対策をコストと捉える時代は終焉。今後は環境と成長の好循環を実現する必要。 

＜安倍総理大臣の主な発言＞ 
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素材加工 
利用 

組立 

収集 

再製造2.0 

廃棄物 

ディストリ
ビューション 

シェア / PaaS 再販売 / 再利用 
 / リファービッシュ 

別ループ 

マテリアルリサイクル &  
サーマルリサイクル  

リサイクル材、
副産物 

製品 
設計 

新たな目的
での再利用 

別ループ 

循環資源
サプライヤー 

コンポーネント製
造 

メンテナンス 

クローズドループ・ 
リサイクル 

（モノのサービス化） 

バージン素材 

線形経済(Linear Economy)から循環経済(Circular Economy)へ 

凡例: 
従来の資
源の流れ 

CEでの資
源の流れ 

 線形経済：大量生産・大量消費の一方通行の経済 
↓ 

 循環経済：資源の効率的な利用により最大限の付加価値を生み出す経済政策としての資源循環 
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欧州：循環経済パッケージに基づく最近の動き 

 
 

１）行動計画(Action 
Plan) 
 海洋プラスチック廃棄物の

大幅な削減 
 エコデザイン指令作業計画 
 二次資源の品質基準の開発 
 廃水再利用を含む水の再利

用の促進 
 食品廃棄物削減に向けた共

有の測定手法の開発 

２）廃棄物法令の改正案 
 都市廃棄物の65%をリ

サイクル 
 包装廃棄物の75%をリ

サイクル 
 全種類の埋め立て廃棄

物を最大10%に削減 

３）優先分野 
プラスチック、食品廃棄
物、希少原料、建設・解
体、バイオマス 

４）経済効果 
欧州企業で6,000億ユーロ
の節約、58万人の雇用創出 

循環経済パッケージ 
2015年12月発表 

Joint Working 10 

WG1 
専門用語 

WG2 
耐久性 

WG3 
アップグレード性、
修理、リユース促
進、リユースパーツ

使用 

WG4 
リサイクル可能性、
リカバリー可能性、
RRR指標、リサイク
ル、リサイクル材の

使用 

WG6 
製品の物質効率に関
する情報表示／文書

化 

WG5 
再製造性 

実施措置 
(Implementing Measures) 

LOT1  業務用冷蔵庫  
LOT2 ウォーターヒーター 
LOT3  PC及びサーバー 
LOT4 業務用オーブン 
LOT5 テレビ 
LOT6 空調 
LOT7 バッテリー充電器及び外部電源 
LOT8 パワーケーブル 
LOT9 蛍光灯 
LOT10 ルームエアコン 
XXX （30以上のLOTがある） 

2019年1月末で概ね 
問い合わせ（Enquiry）が終了 

エコデザイン指令 EUプラスチック戦略 
2018年1月発表 

プラスチックリサイクルの経済性と品質の向上 

 2030年までにすべてのプラ容器包装を、コ
スト効果的にリユース・リサイクル可能と
する 

 企業による再生材利用のプレッジ・キャン
ペーン 

 再生プラスチックの品質基準の設定 
 分別収集と選別のガイドラインの発行 

プラスチック廃棄物と海洋ごみ量の削減 

 使い捨てプラスチックに対する法的対応の
スコープを決定する 

 海洋ごみのモニタリングとマッピングの向
上 

 生分解性プラのラベリングと望ましい用途
の特定 

 製品へのマイクロプラの意図的添加の制限 
 タイや、繊維、塗料からの非意図的なマイ
クロプラの放出を抑制するための検討 

サーキュラーエコノミーに向けた投資と 
イノベーションの拡大 

 プラスチックに対する戦略的研究イノベー
ション 

 ホライゾン2020（技術開発予算）における
1億ユーロの追加投資 

国際的なアクションの醸成 

 国際行動の要請 
 多国間イニシアティブの支援 
 協調ファンドの醸成（欧州外部投資計画） 
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欧州各国のCE戦略 

（出典） 循環経済ビジョン研究会（第５回）有限責任監査法人トーマツ 説明資料 14 
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３．循環経済ビジョンの策定に向けて 
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GDP 

天然資源等投入量 

 
• 正確な需給予測によるインプット減 
• マスカスタマイゼーション 

IoTによる 
生産の最適化 

資源代替 

モノの長寿命化 

モノの稼働率向上 

資源効率＝GDP/天然資源等投入量 

現在の 
資源効率 

産業構造変化後の 
資源効率 

資源制約から脱却した 
成長モデルへの転換 

小 大 

大 

小 

• 中古品買取・販売 
• リビルド・リファービッシュ、

修理サービス 

• 製品のリース、レンタ
ル、シェア 

• 利用・成果報酬型
サービス 

• 高稼働・高消費対
応の新技術・製品 
 

• 再生可能資源 
• リサイクル材 

＋ 

• センサー 
• スマート機器 

＋ 

• 再生可能資源やリサイクル
材のによる天然資源投入
量減 

• 温暖化等の環境制約、省エネ等による資源
制約リスクへの対応、経済活動の安定化 

• 代替資源需要や、シェア等の新たな消費の
在り方に対応した製品・サービス需要の拡大 ＋ 

－ 

＋ 

－ 

「循環経済ビジョン（仮称）」策定に向けて 

 資源制約から脱却した強く安定した産業構造への転換に向けて、我が国産業の強み等を踏まえた 
将来像と方策について検討中。 
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検討のポイント 
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○ 閉じた循環システムの確立 
 

○ 真に意味のあるリサイクルへの転換 
 

   ・ 経済的に意味のある範囲での可能な限りの水平利用 
 

   ・ 性状、排出源、効率性などを踏まえたベストミックス 
 

   ・ ＣＯ２削減等の他の環境価値への貢献 
 

   ・ イノベーション 
 

   ・ 新たな素材や製品への対応（CFRP、太陽光、LiB） 
 

○ シェアリング等も含めた資源効率性の追求 
 

○ 経済価値への転換、国際貢献 



事業会社 金融機関等 

好循環 

情報開示 

ESG投資 

金融機関等向けの「グリーン投資ガイダンス」を策定 
（投資家や格付・評価機関等が開示情報を評価する際に留意すべき点について議論） 

イノベーションの
取組、事業化 

開示されている情報
を正しく活用し、評価 

「TCFDガイダンスver2.0」を策定 
（対象業種・事例の追加等） 

イノベーションに取り組む 
事業会社の「見える化」 

ESG投資の呼び込み 

TCFDコンソーシアムを通じた「環境と成長の好循環」の実現 

（参考）気候変動分野におけるグリーンファイナンスの取組 

• 近年、欧米を中心に、環境・社会・ガバナンス要素を投資判断に組み込む「ESG投資」が拡大。 

• また、気候変動を巡る投資・金融関連のイニシアチブも年々増加。特にリーマンショックを契機に非
財務情報が企業価値に及ぼしうる影響に注目が集まり、気候変動問題の顕在化に伴って、気候
変動への対応が「社会的責任」から投融資にとっての「リスク・機会」に変化。 

• 企業のイノベーションの取組内容の積極的開示を進め、開示内容を金融機関等が適切に評価し、
世界で膨らむESG資金が投入される、イノベーションとグリーンファイナンスの好循環メカニズムの
構築を目指す。 
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【ESG投資の拡大】 

 投資にESGの視点を組み入れる国連責任投資原則に
2375機関（資産運用規模約70兆ドル超）が署
名。 

 2018年時点で30.7兆ドルにまで拡大。 
世界のESG市場の拡大 

22.9兆ドル 

30.7兆ドル 

34％増 
2016年 

2018年 

（出典）GSIA 「2018 Global Sustainable Investment Review」 


